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○
経
済
産
業
省
令
第
三
十
二
号

電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）
第
四
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
電
気
事
業
法
施
行
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
五
年
六
月
二
十
八
日

経
済
産
業
大
臣

茂
木

敏
充

電
気
事
業
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

電
気
事
業
法
施
行
規
則
（
平
成
七
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
十
二
条
第
二
項
中
「
自
家
用
電
気
工
作
物
で
あ
っ
て
、
出
力
千
キ
ロ
ワ
ッ
ト
未
満
の
発
電
所
の
み
に
係
る
前
項
の
表
一
、

二
、
三
若
し
く
は
六
の
事
業
場
、
七
千
ボ
ル
ト
以
下
で
受
電
す
る
需
要
設
備
の
み
に
係
る
同
表
三
若
し
く
は
六
の
事
業
場
又
は
電

圧
六
百
ボ
ル
ト
以
下
の
配
電
線
路
を
管
理
す
る
事
業
場
の
み
に
係
る
同
表
六
の
」
を
「
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
自
家
用

電
気
工
作
物
に
係
る
当
該
各
号
に
定
め
る
」
に
、
「
発
電
所
、
需
要
設
備
又
は
配
電
線
路
を
管
理
す
る
事
業
場
」
を
「
自
家
用
電

気
工
作
物
」
に
、
「
を
次
条
」
を
「
が
次
条
」
に
、
「
し
て
い
る
」
を
「
さ
れ
て
い
る
」
に
、
「
同
表
三
又
は
六
」
を
「
前
項
の

表
第
三
号
又
は
第
六
号
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。
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一

出
力
二
千
キ
ロ
ワ
ッ
ト
未
満
の
発
電
所
（
水
力
発
電
所
、
火
力
発
電
所
、
太
陽
電
池
発
電
所
及
び
風
力
発
電
所
に
限
る
。

）
で
あ
っ
て
電
圧
七
千
ボ
ル
ト
以
下
で
連
系
等
を
す
る
も
の

前
項
の
表
第
一
号
、
第
二
号
又
は
第
六
号
の
事
業
場

二

出
力
千
キ
ロ
ワ
ッ
ト
未
満
の
発
電
所
（
前
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
電
圧
七
千
ボ
ル
ト
以
下
で
連
系
等
を

す
る
も
の

前
項
の
表
第
三
号
又
は
第
六
号
の
事
業
場

三

電
圧
七
千
ボ
ル
ト
以
下
で
受
電
す
る
需
要
設
備

前
項
の
表
第
三
号
又
は
第
六
号
の
事
業
場

四

電
圧
六
百
ボ
ル
ト
以
下
の
配
電
線
路

当
該
配
電
線
路
を
管
理
す
る
事
業
場

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


